
保険外併用療養費に関する事項 

 

１) 特別療養環境の提供 

当院は、特別な療養環境室の提供を行っております。ご利用希望の方はお申し出下さい。 
なお、ご利用の場合、それぞれの病室につき、治療費以外の費用をご負担していただきます。 
使用料・設備・部屋数は下表のとおりです。 
※各使用料は、時間数にかかわらず使用した日、１日あたりの金額です。 
 (深夜０時を起点に日数計算をいたします。１泊２日入院の場合、個室料金は２日分の 

計算となりますのでご了承ください。） 
  

種 類 税込使用料(１日) 設  備 部屋数 

特別室A １１，０００円 クローゼット、トイレ、ソファ、バス、キッチン、電話 １部屋 

特別室B ９，３５０円 クローゼット、トイレ、ソファ、バス、キッチン、電話 ３部屋 

特別室C ８，２５０円 収納タンス、トイレ、ソファ ４部屋 

A 個室 ５，５００円 収納タンス、トイレ 42 部屋 

B 個室 ３，３００円 収納タンス、トイレ 17 部屋 

※上記設備以外に、テレビ、冷蔵庫、洗面台、キャビネットが備え付けてあります。 
 

２) 初診時に係る費用の徴収について 

 
   当院に初診で受診される際に、他の医療機関等からの紹介状をお持ちいただかない場合は、 
  初診にかかる費用とは別に下記の費用をご負担していただきますのでご了承ください。 
 
初診時選定療養の額 医科：７，７００円（消費税込み） 歯科：５，５００（消費税込み） 
 
３) 再診時に係る費用の徴収について 
 
   当院が他の 200 床未満の病院または診療所に対して、文書により紹介を行う旨の申し出を 

患者さんに対して行っている場合で、患者さんの希望により当院を引き続き受診される場合は、 
外来診療料にかかる費用とは別に下記の費用をご負担していただきますのでご了承ください。 

 
再診時選定療養の額 医科：３，３００円（消費税込み） 歯科：２，０９０（消費税込み） 
 
４)  180 日を超える入院について 
 

入院期間（今回の入院以前３ヶ月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関に入院 
  していた期間を含む）が 180 日を超えた場合は、入院基本料とは別に下記の費用をご負担 
  していただきますのでご了承ください。 
 

180 日を超える入院に係る選定療養費の額 

≪急性期一般入院基本料 1 を算定する場合≫ 1 日につき ３，１８５円（消費税込み） 

※ただし、別に厚生労働大臣が定める状態の患者さんは、この限りではありません。 
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